
エネ ルギー利活用 を通 じた

南あわじ市の持続‾罵能なまちづく りに関する連携協定書

南あわじ市（八下 「躅」と いう 。） と関西電力株式会社（彩、下「 乙」 とい う。）

は、 エネ ルギ ー利 活用 を逐 じた 南あ わじ 市の 持続 ｊｉ］‘ 能な まち づく りに 関し て、

次の とお り連携協 定（ 勁、下「 本協 定」 とい う。 ）を 締結 する。

（連携事項）

第１ 栗陽およ び乙 は、 エネルギー利垢用 を瓏 じた南あわじ市の持続 ｉｉ］‘ 能な まち

づく りを推進 し、 地域課Ｓを解決するた め、 次に掲げる事項について連

携し 、協 力す るも のと する。

（１ ）脱炭素 化推進に 関す ること

（２ ）巡城の 防災 力「氛上 に関 する こと

（３ ）環境意識の 啓発 に関する こと

（４）経 済垢χ・生化 に関 する こと

（５）往 Ｒの利便 性［白］ 上に 関す ること

（６）巡城の “安 心ヽ ・安 全” の［白］ 上に 関す ること

２　 前項に定める連携事項を効果的に推竟するた め、 躅お よび乙は定期的に

協議を行 うも のと する。

（連 携実 施）

第２ 栗ＦＦＩ およ び乙は、 第１ 栗に定め る連携事項を実施する に肖 って は、 個ＳＤ事

案毎 に具体的 な実施内 容を 協議およ び合意の うえ 進め るこ とと する。

なお 、個 鬚事案の 実施 およ び進 捗の 状疣に応 じ必 要の 都度 、秘密保持契

約言その他必要な 契約 を締結す るも のと する。

（期 間）

第３ 栗本協定 の有 効期 間は 、協 定締結の 日か ら２ ０２ ３年 ３ｊモｊ　３１　日ま でと する。

但し 、有 効期 間が 満了 する 日の １ヵ Ｊ≡へ前 まで に珊 乙い ずれ かか ら書 面に

よる延長の申 しｍがあれば、回 し条件で １年 「萵‾ｔ新するも のと し、 勁、降

も鶚様に 取り 扱う。

（守 秘義 務）

第４ 栗ＦＦお よび乙は、本協定に基づく 第１ 栗に定め る連携事項の検討または実

施に より 加り 得た相手方の秘密情報 （秘密情報である 回が明示 された情

報に 限る 。） を相 手方 の害 私に よる 承諾 なし に、 第ミ者に 開示 また は提

供等 して はな らな い。

２　 躅お よび 乙は 、前 条に 定め る有効期 間の 満了 等に より 本協 定が 効力 を失

った 後も 前項 の秘密保 持の 義務 を負 う。

（反社会 的勢力の 排除）

第５ 栗戮１お よび 乙は 、自 らが 「暴 力団 員に よる 不葹 な行為の 防止 等に 関す る法

律バこい う暴 力団 およ びそ の関係団 体等 （罧下「 反社会的 勢力 」と いう 。）

でな いこ と、 反社会的 勢力 でな かっ たこ と、 反社会的 勢力 を利 夕日 しない

こと 、反 社会 的勢 力を 名乗 る等 して 他の 肖事者の 佑誉 、信 用を 毀損 し、

もし くは 業務 の妨 害を 行い 、ま たは 不范 要求 行為 をな さな いこ と、 およ

び自 己の 圭要 なｍ 賢者 また は従 業員 等が 反社会的 勢力 の構 成員 でない

こと を確約す る。

（疑 義の 解決）

第６ 栗本協定 に定 めの ない 事項 また は疑 義等 が生 じた 場合 は、 その 解決 につい

て都度協議の うえ決定する。ま た、 躅お よび乙のいずれかが協定鸚容の

変‾ｔを 申し ｍた とき は、 その 都度 協議 のう え変 ‾覧を行 う。

本協 定の 締結 を証する ため 、本 書２ 通を 作成 し、 殫乙 各自 １適 を保 有す る。
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